
令和５年９月議会 

議 案 説 明 資 料 

議案第 190 号 

福岡市立療育センター条例の一部を改正する条例案  ・・・１頁

議案第 191 号 

福岡市立児童発達支援センター条例の一部を改正する条例案  ・・・２頁

議案第 200 号 

南部療育センター（仮称）新築工事請負契約の締結について  ・・・３頁

こども未来局 



議案第 190号 

福岡市立療育センター条例の一部を改正する条例案 

１ 改正理由 

  障がい児に総合的な療育を行い、障がい児及びその家族の福祉の向上を図るため、福

岡市立南部療育センターを設置するもの。 

２ 改正内容 

  福岡市立療育センター条例（平成 14 年福岡市条例第 13 号）の別表に次のように加え

る。  

名称 位置 

福岡市立南部療育センター 福岡市博多区三筑二丁目 

３ 施行期日 

  公布の日（福岡市立南部療育センターの供用開始日については、規則で定める。） 

４ 福岡市立療育センター条例新旧対照表 

※下線部分が改正部分

旧 新 

別表 別表 

名称 位置 名称 位置 

福岡市立西部療育

センター

福岡市西区内浜

一丁目 

福岡市立西部療育

センター

福岡市西区内浜

一丁目 

福岡市立東部療育

センター

福岡市東区青葉

四丁目 

福岡市立東部療育

センター

福岡市東区青葉

四丁目 

福岡市立南部療育

センター

福岡市博多区三

筑二丁目 
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議案第 191号 

福岡市立児童発達支援センター条例の一部を改正する条例案 

 

１ 改正理由 

  障がい児及びその家族の福祉の向上等を図るため、福岡市立南部療育センター児童発

達支援センターを設置するもの。 

 

２ 改正内容 

  福岡市立児童発達支援センター条例（昭和 48 年福岡市条例第 16 号）の別表に次のよ

うに加える。  

名称 位置 

福岡市立南部療育センター児童発達支援センター 福岡市博多区三筑二丁目 

 

３ 施行期日 

  公布の日（福岡市立南部療育センター児童発達支援センターの供用開始日については、

規則で定める。） 

 

４ 福岡市立児童発達支援センター条例新旧対照表 

※下線部分が改正部分 

旧 新 

別表 別表 

 名称 位置   名称 位置  

 福岡市立めばえ学

園 

福岡市博多区半

道橋一丁目 

  福岡市立めばえ学

園 

福岡市博多区半

道橋一丁目 

 

 福岡市立心身障が

い福祉センター児

童発達支援センタ

ー 

福岡市中央区長

浜一丁目 

  福岡市立心身障が

い福祉センター児

童発達支援センタ

ー 

福岡市中央区長

浜一丁目 

 

 福岡市立西部療育

センター児童発達

支援センター 

福岡市西区内浜

一丁目 

  福岡市立西部療育

センター児童発達

支援センター 

福岡市西区内浜

一丁目 

 

 福岡市立東部療育

センター児童発達

支援センター 

福岡市東区青葉

四丁目 

  福岡市立東部療育

センター児童発達

支援センター 

福岡市東区青葉

四丁目 

 

     福岡市立南部療育

センター児童発達

支援センター 

福岡市博多区三

筑二丁目 
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三筑小学校 

工事場所：福岡市博多区三筑二丁目 

南部療育センター（仮称） 位置図 

南部療育センター（仮称） 広域位置図 
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配置図 
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西側立面図 

東側立面図 
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南側立面図 

北側立面図 
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南部療育センター（仮称）設計概要

既存療育センターをベースとしつつ、各種機能の充実を図る。

（１）新規受診児数の増加に対応するため、相談室を５室に拡充（参考：東部3室）

（２）あゆみ学園の定員４０人を拡充し、定員７０人の通園による支援を実施
（肢体不自由児定員40人、知的障がい児定員30人を目安）

（３）保育所・幼稚園へ通う障がい児や保護者への支援を一層推進するため、
外来グループ室を２室に拡充
（参考：東部1室）

（４）障がい児が、感情やストレスが高まった際に
冷静になるためのスペースとして、
クールダウンスポットを設置

※クールダウンスポットイメージ

１ 療育機能の充実

障がいの有無などにかかわらず、誰もが遊べるインクルーシブ（※）な遊具を導入する。
※インクルーシブ：包み込むような、包摂的なという意味

２ インクルーシブ遊具の導入

※参考：インクルーシブな遊具例（車いす使用者も遊べるテーブル砂場、サポート付きブランコ）

療育センターは災害時に要配慮者対策が必要となる社会福祉施設である上、
福祉避難所としての役割があるため、７２時間稼働する非常用発電機、
非常時にも活用できる太陽光発電（４９.５KW）を設置し、電気自動車等の導入も検討する。

３ 災害に強い施設
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